
 

 

 

居宅サービス単位数表に関する通則事項   

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の１通則〕 

 

（１）算定上における端数処理について 

①「単位数算定の際の端数処理」 

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合

を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行っ

ていくこととする。つまり、絶えず整数値に割合を乗じていく計算になる。 

ただし、「特別地域加算等の支給限度額管理対象外となる加算」や「事業所と

同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物利用者２０人以上にサービスを行う

場合の減算」を算定する場合等については、対象となる単位数の合計に当該加

減算の割合を乗じて、当該加減算の単位数を算定することとする。 

 

②「金額換算の際の端数処理」 

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の

端数については、「切り捨て」とする。 

 

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合成コードとして

作成しており、その合成単位数は、既に端数処理をした単位数（整数値）である。 

 

（２）サービス種類相互の算定関係について 

   特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護もしくは地域密着型特定

施設入居者生活介護を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は

指定地域密着型サービスに係る介護給付費（居宅療養管理指導を除く。）は算定

しない。ただし、特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供

に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対して、その

他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支えない。 

また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間については、訪

問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養

管理指導費、通所介護費及び通所リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対

応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、地域密着型通所介護費、認知症対

応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は算定しない。 

同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの

所定単位数は算定できない。例えば、利用者が通所サービスを受けている時間帯

に本人不在の居宅を訪問して掃除等を行うことについては、訪問介護の生活援助

として行う場合は、本人の安否確認・健康チェック等も併せて行うべきものであ

るから、訪問介護（生活援助中心型）の所定単位数は算定できない（利用者不在

時の訪問サービスについては、当該時間帯に通所サービスを利用するかどうかに

かかわらず、訪問サービスの所定単位数は算定できない。）。 

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を

訪問介護費の算定について 

赤字表記：令和６年４月改正部分 
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受けている者についても、算定が可能である。 

 

（３）施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について 

   介護老人保健施設、介護療養型医療施設もしくは介護医療院の退所（退院）日、

又は短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）については、訪問看護

費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーショ

ン費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、施設サ

ービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えることか

ら、退所（退院）日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービ

ス計画は適正でない。 

   また、入所（入院）当日であっても、当該入所（入院）前に利用する訪問・通

所サービスは別に算定できる。ただし、入所（入院）前に通所介護又は通所リハ

ビリテーションを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でない。 

   施設入所（入院）者が外泊又は介護保険施設、経過的介護療養型医療施設もし

くは介護医療院の試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に

居宅サービスは算定できない。 

 

（４）同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて 

   利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。た

だし、訪問介護と訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利

用者が同一時間帯に利用する場合は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、

同一時間帯に利用することが介護のために必要があると認められる場合に限り、

それぞれのサービスについて、それぞれの所定単位数が算定される。 

   例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、適切なアセスメントを通

じて、利用者の心身の状況や介護の内容から同一時間帯に訪問看護を利用するこ

とが必要であると判断され、３０分以上１時間未満の訪問介護（身体介護中心型）

と訪問看護（指定訪問看護ステーション）を同一時間帯に利用した場合、訪問介

護については３８７単位、訪問看護については８２３単位がそれぞれ算定される

こととなる。 

 

（５）複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合

の取扱いについて 

   それぞれに標準的な所要時間を見込んで、居宅サービス計画上に位置づける。 

例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に１００分間訪問し、夫に５０分の訪問

介護（身体介護中心型）、妻に５０分の訪問介護（身体介護中心型）を提供した場

合、夫、妻それぞれ３８７単位ずつ算定される。ただし、生活援助については、

要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。 

 

（６）訪問サービスの行われる利用者の居宅について 

   訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険法

第８条の定義上、要介護者の居宅において行われるものとされており、要介護者

の居宅以外で行われるものは算定できない。 

   例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居宅から乗降場まで

の移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合により）
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院内の移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これは居宅におい

て行われる目的地（病院等）に行くための準備を含む一連のサービス行為とみな

し得るためである。居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、

院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして、訪問介護として算定

することはできない。 
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訪問介護単位数表   

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号〕 

 

イ 身体介護中心型 

（１）所要時間２０分未満      ：１６３単位 

（２）所要時間２０分以上３０分未満 ：２４４単位 

（３）所要時間３０分以上１時間未満 ：３８７単位 

（４）所要時間１時間以上      ：５６７単位に、所要時間１時間から 

                   計算して所要時間３０分を増すごと 

に８２単位を加算した単位数 

 

ロ 生活援助中心型 

（１）所要時間２０分以上４５分未満 ：１７９単位 

（２）所要時間４５分以上      ：２２０単位 

 

ハ 通院等乗降介助 

                  ： ９７単位 

 

 

訪問介護の所要時間   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆訪問介護の所要時間の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（４）〕 

〔緑本Ｑ＆Ａ〕 

 

① 訪問介護の所要時間については、実際に行われた指定訪問介護の時間ではな

く、訪問介護計画において位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要す

る標準的な時間とすること。 

 

② 訪問介護の報酬については、①により算出された指定訪問介護を行うのに要

する標準的な時間が、いずれかの時間区分に該当するかをもって決定されるも

のである。 

訪問介護の所要時間は、介護支援専門員やサービス提供責任者が行う適切な

アセスメント及びマネジメントにより、利用者の意向や状態像に従い設定され

るべきものであることを踏まえ、訪問介護計画の作成時には硬直的な運用にな

らないよう十分に留意し、利用者にとって真に必要なサービスが、必要に応じ

て提供されるよう配慮すること。 

65



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆訪問介護の所要時間の取扱い（前頁の続き） 

 

③ 指定訪問介護事業者は、訪問介護員等に、指定訪問介護を実際に行った時間

を記録させるとともに、当該時間が①により算出された指定訪問介護を行うの

に要する標準的な時間に比べ、著しく短時間となっている状態が続く場合には、

サービス提供責任者に、介護支援専門員と調整の上、訪問介護計画の見直しを

行わせるものとする。 

具体的には、介護報酬の算定に当たっての時間区分を下回る状態（例えば、

身体介護中心型において、標準的な時間は４５分、実績は２０分の場合）が１

ヵ月以上継続する等、常態化している場合等が該当する。 

 

④ 訪問介護は在宅の要介護者の生活パターンに合わせて提供されるべきである

ことから、単に１回の長時間の訪問介護を複数回に区分して行うことは適切で

はない。したがって、前回提供した指定訪問介護からおおむね２時間未満の間

隔で指定訪問介護が行われた場合には、それぞれの所要時間を合算する（緊急

時訪問介護加算を算定する場合又は医師が一般に認められている医学的知見に

基づき回復の見込みがないと判断した者に訪問介護を提供する場合を除く。）。 

 

⑤ 所要時間が訪問介護費の算定要件を満たさない指定訪問介護（生活援助中心

型の所要時間が２０分未満の場合）については、訪問介護費の算定対象となら

ないが、こうした所定時間数未満の訪問介護であっても、複数回にわたる訪問

介護を一連のサービス行為とみなすことが可能な場合に限り、それぞれの訪問

介護の所要時間を合計して１回の訪問介護として算定できる。 

 

【例】 

午前：診察券を窓口に提出（所要時間２０分未満）→生活援助の算定不可 

昼 ：通院介助                →身体介護の算定可 

午後：薬を受け取りに行く（所要時間２０分未満）→生活援助の算定不可 

 

⇒ 一連のサービス行為（通院介助）とみなして所要時間を合計し、１回の

訪問介護（身体介護に引き続き生活援助を行う場合）として算定可。 

  なお、通院・外出介助において、単なる待ち時間（受診中の待ち時間等）

は、所要時間に含めない。 

 

⑥ 訪問介護計画に位置付けられた訪問介護の内容が、単なる本人の安否確認や

健康チェックであり、それに伴い若干の身体介護又は生活援助を行う場合には、

⑤の規定にかかわらず、訪問介護費は算定できない。 

 

⑦ １人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して訪問介護を行った場合

も、１回の訪問介護として、その合計の所要時間に応じた所定単位数を算定す

る。訪問介護員等ことに複数回の訪問介護として算定することはできない。 
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２０分未満の身体介護   

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注２〕 

 

（１）身体介護０１ ：１６３単位（１回につき） 

    指定訪問介護事業所が２０分未満の身体介護を行った場合 

 

（２）身体介護０２ ：１６３単位（１回につき） 体制届必要 

    指定訪問介護事業所が指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定

を併せて受け、重度要介護者に対し、２０分未満の身体介護（頻回の訪問：２

時間未満の間隔でサービス提供）を行った場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆２０分未満の身体介護の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（５）〕 

 

② 「身体介護０１」及び「身体介護０２」の共通の取扱い 

○ ２０分未満の身体介護については、下限となる所要時間を定めてはいない

が、本時間区分により提供されるサービスについては、排泄介助、体位交換、

服薬介助、起床介助、就寝介助等といった、利用者の生活にとって定期的に

必要な短時間の身体介護を想定している。 

訪問介護の内容が単なる本人の安否確認や健康チェックであり、それに伴

い若干の身体介護を行う場合には、算定できない。 

 

○ いずれの時間帯においても、２０分未満の身体介護を算定する場合、引き

続き生活援助を行うことは認められない（緊急時訪問介護加算を算定する場

合を除く。）。 

 

① 「身体介護０２」の取扱い 

○ ２０分未満の身体介護については、次の各号（ａ～ｅ）に掲げるいずれに

も該当する場合には、「頻回の訪問（前回提供した指定訪問介護からおおむ

ね２時間の間隔を空けずにサービス提供するものをいう。）」を行うことが

できる。 

 

  ａ～ｅ （略） 
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生活援助の算定   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ポイント◆ 

○ 本人及び家族等が、どのような家事ができるのか、できない（困難）のか、

「できること」「できないこと」「できそうなこと」を明らかにすること。 

○ 本人ができる又はできるようになる可能性がある行為を代行することで、Ａ

ＤＬやＩＡＤＬの低下を招かないようにすること。 

○ サービス担当者会議で最終的な判断をして、居宅サービス計画・訪問介護計

画に具体的な生活援助の内容、提供方法、回数、時間帯、曜日等を位置づけた

上で、サービス提供を行うこと。 

○ 同居家族がいる場合は、「なぜ同居家族が行うことができないのか」「なぜそ

の内容、時間、回数でのサービス提供が必要なのか」を検討し、その検討内容

を詳しく記録しておくこと。 

○ 単に「同居家族が就労等のため不在である（日中独居等）」や「同居家族が

高齢である」という理由のみでは、「やむを得ない事情」には該当しない。 

たとえば、日中独居の場合であれば、家族が不在である時間、曜日等を確認

し、家族が不在であることにより、どのような家事ができなくて、逆に、どの

ような家事なら可能なのか、また、家族が不在の時間帯に行わなければ、日常

生活上どのような支障が生じるのかについて明確に記録しておくこと。 

○ 単に生活援助の算定の可否だけではなく、利用者の自立支援の観点から、適

切なアセスメントによるサービス提供を心がけること。 

 

 

◆生活援助を算定する場合の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（６）〕 

〔緑本Ｑ＆Ａ〕 

 

○ 生活援助は、次のいずれかの理由に該当する場合に限り、算定できる。 

① 利用者が一人暮らし 

② 同居の家族等が障害、疾病等 

③ その他やむを得ない事情により、利用者又は同居の家族等が家事を行うこ

とが困難 

 

○ なお、居宅サービス計画に生活援助を位置づける場合には、居宅サービス計

画書に生活援助の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載する

とともに、生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最

適なサービスの内容とその方針を明確に記載する必要がある。 

 

○ 適切なアセスメント等が行われていない場合は、不適切な給付として返還を

求め得る。 
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□ 代替できる介護保険サービス、インフォーマルサービスはないか。 

□ 提供する生活援助の内容が介護保険給付として適切かどうか。 

□ 生活援助の具体内容、回数、時間帯、曜日などを検討。 

 

 

 

□ 生活援助の算定理由その他やむを得ない事情の内容について記載。 

□ 生活全般の解決すべき課題に対応して、その解決に必要であって最適な 

サービスの内容とその方針を明確に記載。 

□ サービス担当者会議において、生活援助の具体内容毎に最終的な判断を 

   行い、利用者の自立支援の観点から真に必要かどうかを検証。 

 

 

必要性の検討   

 

 

 

 

家族等の援助の確認   

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

□ 十分なアセスメントにより、やむを得ない事情を明らかにし、どの 

ような家事ができるのか、できない（困難）のかを明確に記録。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別居親族あり 同居家族あり 

同居家族が援助できない 同居家族が援助できる 

同居家族が障害・疾病 

□ 利用者にとって本当に必要なサービスかどうか。 

※利用者本人が「できる行為」又は「今後できるようになる可能性がある行為」まで 

ヘルパーが代行することで、機能低下を招いてしまうことがないように十分留意。 

□ 別居親族による援助を受けることはできないか。 

例）月 1 回の病院受診については、別居の長女が連れていく。 

例）週末の夕食は、近所に住む長男家族と一緒に食べる。 

 

その他やむを得ない事情 

他サービスの利用により家族の介護 

負担軽減が図れないかを検討。 

具体的なサービス内容の検討 

居宅サービス計画への位置づけ 

サービス担当者会議での検討・決定 

援助できない 

～ 生活援助の算定の流れ ～ 
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□ 本人ができること、できない（困難な）ことは何か、できそうなことはないか。 

 

 

□ 生活援助を利用しなければ、利用者の日常生活にどのような支障が生じるか。 

□ 生活援助を利用することが、利用者にとって最適かどうか。 

□ 単に利用者、家族の希望のみではなく、本人が日常生活を営む上で必要な内容、回数、 

時間を検証したか。 

 

 

□ 本人と同居の家族等のアセスメント（課題分析）が十分に行われているか。 

□ できること、できないことが、家事項目別に整理されているか。 

□ 同居家族等に障害がある場合、障害者手帳の有無や障害認定（身体・知的・精神）だ 

けで判断するのではなく、障害に起因して実際にどのような家事を行うことが困難で 

あるかを検証したか。 

□ 同居家族等が疾病により家事ができない場合、疾病によってどのような家事を行うこ 

とが困難であるかを明らかにしているか。 

□ 同居家族等が就労している場合、勤務時間等の就労状況を具体的に把握しているか。 

□ 家族が不在であることにより、どのような家事ができなくて、どのような家事なら可

能か明確になっているか。 

□ 家族が不在の時間帯に行わなければ、日常生活にどのような支障が生じるかについて 

検討したか。 

□ 必要かつ最適な援助の内容、範囲、回数、時間帯、曜日、期間などを検討したか。 

□ 介護者の介護負担を把握しているか。 

 

 

□ 別居親族の援助が得られないか確認したか。 

 

 

□ 他の介護保険サービスや、民間サービス（配達・配食サービス等）を活用できないか。 

□ 地域住民の自主的な取り組み等による支援（ボランティア等）を活用できないか。 

 

 

□ 利用者の希望、同居の家族等の希望、サービスの必要性とを分けて検討したか。 

□ できないことへの支援だけでなく、利用者の自立支援の観点から検討したか。 

□ 家事の経験がないことを家事ができない理由としていないか。 

□ 生活援助の算定理由が、居宅サービス計画書に記載されているか。 

□ 生活援助の必要性が、関係者（本人・家族等、介護支援専門員、サービス事業所、 

主治医等）の間で共有されたか。 

 

⑥サービス担当者会議での検討 

①本人ができるかできないか 

⑤代替サービスを活用できないか 

②必要であり最適なサービスか 

③同居家族等ができるかできないか 

⑦サービス内容の決定 

④別居親族の援助は得られないか 

～ 生活援助のサービス内容の検討手順 ～ 
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身体介護に引き続き生活援助を行う場合   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆身体介護に引き続き生活援助を行う場合の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（３）〕 

 

○ １回の訪問において身体介護及び生活援助が混在する訪問介護を行う必要が

ある場合は、居宅サービス計画や訪問介護計画の作成に当たって、適切なアセ

スメントにより、あらかじめ具体的なサービス内容を身体介護と生活援助に区

分して、それに要する標準的な時間に基づき、１回の訪問介護（サービスコー

ド：身体生活）として算定する。この場合、身体介護中心型の単位数に、生活

援助が２０分以上で６５単位、４５分以上で１３０単位、７０分以上で１９５

単位を加算する方式となる。 

 

○ １回の訪問介護の全体時間のうち、身体介護及び生活援助の所要時間に基づ

き判断するため、実際のサービス提供は、身体介護の後に引き続き生活援助を

行う場合に限らず、例えば、生活援助の後に引き続き身体介護を行ってもよい。 

 

○ 例えば、寝たきりの利用者の体位変換を行いながら、ベッドを整え、体を支

えながら水差しで水分補給を行い、安楽な姿勢をとってもらった後、居室の掃

除を行う場合（合計所要時間：１時間３０分）は、身体介護に該当する行為が

どの程度含まれるかを基準に、以下のいずれかを算定する。 

 

・身体介護（２０分以上３０分未満）＋生活援助（４５分以上７０分未満） 

⇒身体１生活２ ：３７４単位 

 ・身体介護（３０分以上１時間未満）＋生活援助（２０分以上４５分未満） 

  ⇒身体２生活１ ：４５２単位 

 

○ なお、２０分未満の身体介護に引き続き生活援助を行う場合は、引き続き行

われる生活援助の単位数の加算を行うことはできない（緊急時訪問介護加算を

算定する場合を除く。）。 
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通院等乗降介助の算定  体制届必要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆通院等乗降介助を算定する場合の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（７）〕 

 

① 通院等乗降介助を算定する場合には、身体介護中心型は算定できない。通院

等乗降介助の実施に当たっては、道路運送法等他の法令等に抵触しないよう留

意すること。なお、移送行為そのもの（運転時間中）は算定対象ではなく、移

送に係る経費（運賃）は、評価しない。 

➡ 運賃は、運輸局に届け出た料金表に基づく額の支払を、介護保険外サービ

スとして利用者から受けるものとする。 

 

② 通院等乗降介助の算定要件を満たす場合は、片道につき所定単位数を算定す

る。よって、乗車と降車のそれぞれについて区分して算定することはできない。 

 

③ 複数の要介護者に通院等乗降介助を行った場合であって、乗降時に１人の利

用者に対して１対１で行う場合には、それぞれ算定できる。なお、効率的なサ

ービス提供の観点から、移送時間を極小化すること。 

 

④ 利用目的について、「通院等のため」とは、身体介護中心型の通院・外出介助

と同じものである。なお、この場合の「通院等」には、入院と退院も含まれる。 

➡ その他の利用目的は、別紙「訪問介護における『通院等のための乗車又は

降車の介助』について」（岡山市通知）を参照のこと。 

 

⑤ サービス行為について、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」「乗

車前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助」「通院先もしくは外出先

での受診等の手続き、移動等の介助」とは、それぞれ具体的に介助する行為を

要する。例えば、利用者の日常生活動作能力などの向上のために、移動時、転

倒しないように側について歩き、介護は必要時だけで、事故がないように常に

見守る場合は算定対象となるが、乗降時に車両内から見守るのみでは算定対象

とならない。 

また、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」に加えて「乗車前も

しくは降車後の屋内外における移動等の介助」又は「通院先もしくは外出先で

の受診等の手続き、移動等の介助」を行う場合に算定対象となるものであり、

これらの移動等の介助又は受診等の手続きを行わない場合には算定対象となら

ない。 

 

⑥ 通院等乗降介助は、「自らの運転する車両への乗車又は降車の介助」「乗車

前もしくは降車後の屋内外における移動等の介助」「通院先もしくは外出先で

の受診等の手続き、移動等の介助」を一連のサービス行為として含むものであ

り、それぞれの行為によって細かく区分し、通院等乗降介助又は身体介護中心

型として算定できない。例えば、通院等に伴いこれに関連して行われる、居室 
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◆通院等乗降介助を算定する場合の取扱い（前頁の続き） 

 

内での「声かけ・説明」「目的地（病院等）に行くための準備」や通院先での

「院内の移動等の介助」は、通院等乗降介助に含まれるものであり、別に身体

介護中心型として算定できない。 

なお、１人の利用者に対して複数の訪問介護員等が交代して通院等乗降介助

を行った場合も、１回の通院等乗降介助として算定し、訪問介護員等ごとに細

かく区分して算定できない。 

 

⑦ 通院等乗降介助を算定するに当たっては、適切なアセスメントを通じて、生

活全般の解決すべき課題に対応した様々なサービス内容の１つとして、総合的

な援助の一環として、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられている必要

があり、居宅サービス計画において、 

  ア 通院等に必要であることその他車両への乗降が必要な理由 

  イ 利用者の心身の状況から乗降時の介助行為を要すると判断した旨 

  ウ 総合的な援助の一環として、解決すべき課題に応じた他の援助と均衡し

ていること 

を明確に記載する必要がある。 

 

⑧ 目的地が複数あって居宅が始点又は終点となる場合には、目的地（病院等）

間の移送や、通所サービス・短期入所サービスの事業所から目的地（病院等）

への移送に係る乗降介助に関しても、同一の指定訪問介護事業所が行うことを

条件に、算定することができる。なお、この場合、通所サービスについては利

用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合の減算が適用となり、短期入所サ

ービスについては利用者に対して行う送迎を行う場合の加算を算定できない。 

 〔具体的な取り扱い〕居宅が始点又は終点であること及び同一の訪問介護事業

所を利用することを条件に算定する。 

◆通院等乗降介助を算定する場合の取扱い 

〔緑本Ｑ＆Ａ〕 

 

○ 通院等乗降介助は、片道につき算定する。したがって、所定の算定要件を満

たす場合は、復路のみ（往路のみ）で算定できる。 

 

○ 居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の

介助などのサービス行為だけをもってして、訪問介護として算定することはで

きない。したがって、医療機関から医療機関への移送に伴う介護については、

通院等乗降介助を算定できない。ただし、居宅が起点又は終点となる場合、そ

の間の医療機関から医療機関への移送に伴う介護については、同一の事業所が

移送を行う場合に限り、算定することができる。 
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通院等乗降介助の前後に連続して身体介護又は生活援助を行う場合   

体制届必要 道路運送法上の許可又は登録必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆通院等乗降介助の前後に連続して身体介護又は生活援助を行う場合の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（８）〕 

〔緑本Ｑ＆Ａ〕 

 

① 要介護１～５ 

○ 通院等乗降介助の前後に連続して、外出に直接関連しない身体介護（入浴

介助、食事介助等）に３0分～１時間程度以上を要し、かつ、当該身体介護が

中心である場合は、外出に直接関連しない身体介護及び通院・外出介助を通

算した所要時間（運転時間を控除する。）に応じた身体介護中心型の所定単

位数を算定できる。 

この場合には、通院等乗降介助は算定できない。 

 

○ 通院等乗降介助の前後に連続して、２０分以上の生活援助を行う場合は、

その所要時間に応じた生活援助中心型の所定単位数を算定できる。 

この場合には、通院等乗降介助は別に算定できる。 

 

② 要介護４，５ 

○ 通院等乗降介助の前後に連続して、相当の所要時間（20～30分程度以上）

を要し、かつ、手間のかかる外出に直接関連する身体介護を行う場合は、外

出に直接関連する身体介護及び通院・外出介助を通算した所要時間（運転時

間を控除する。）に応じた身体介護中心型の所定単位数を算定できる。 

この場合には、通院等乗降介助は算定できない。 

◆利用者の居宅と通所・短期入所サービス事業所との間の送迎 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（９）〕 

 

○ 通所サービス又は短期入所サービスにおいて、利用者の居宅と当該事業所と

の間の送迎を行う場合は、当該利用者の心身の状況により当該事業所の送迎車

を利用することができないなど特別な事情のない限り、通院等乗降介助を算定

できない。 
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※令和３年４月１日以降、入退院は「通院等」に含まれる。
　転院は起点・終点が自宅ではないため、「通院等」には
　含まれない。

等
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■高齢者虐待防止措置未実施減算  体制届必要 

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注５〕 

 

○ 所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算  

虐待の発生又は再発を防止するための、以下の措置を講じていない場合に、利

用者全員について所定単位数から減算 

 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期開催 

②虐待の防止のための指針の整備 

③虐待防止のための研修を定期的（年 1 回以上）に実施 

④上記①～③を適正に実施するための担当者を置くこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加算（減算）の算定について 

赤字表記：令和６年４月改正部分 

◆高齢者虐待防止措置未実施減算の取り扱い 

〔令和 6 年度改定Ｑ＆Ａ〕 

 

○ 高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防

止するための全ての措置（委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担

当者を置くこと）がなされていなければ減算の適用となる。 

なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意す

ること。 

 

○ 運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事

実が、発見した日の属する月より過去の場合、過去に遡及して当該減算を適用

することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。 

 

○ 虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置がなされていない事実

が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた

月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することと

し、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者

全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、改善

計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って

差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じ

た月から３か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。 
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■業務継続計画未策定減算  体制届必要 

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注６〕 

 

○ 所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算 

    別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合 

 【令和 7 年４月 1 日から適用開始】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆業務継続計画未策定減算について 

〔居宅留意事項通知：老企第 36 号第２の２（１１）〕 

 

 業務継続計画未策定減算については、規定する基準（業務継続計画を策定し、当

該業務継続計画に従い必要な措置を講じていること）を満たさない事実が生じた

場合に、その翌月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当

該月）から基準を満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用

者全員について、所定単位数から減算することとする。 

◆業務継続計画未策定減算の取り扱い 

〔令和 6 年度改定Ｑ＆Ａ〕 

 

○ 感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、か

つ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象

となる。 

  なお、令和３年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付

けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直し

の実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではない。 

 

○ 行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を

満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用する。 

例えば、通所介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継

続計画の未策定が判明した場合（かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための

指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合）、令和７年 

10 月からではなく、令和６年４月から減算の対象となる。 

また、訪問介護事業所が、令和７年 10 月の運営指導等において、業務継続

計画の未策定が判明した場合、令和７年４月から減算の対象となる。 
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２人の訪問介護員等による訪問介護   

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注８〕 

 

○ 所定単位数×２００％（１回につき） 

同時に２人の訪問介護員等が、１人の利用者に対して指定訪問介護（身体介

護又は生活援助）を行ったとき 

 

※ ２人の訪問介護員等により訪問介護を行うことについて、利用者又はその家族

等の同意を得ている場合であって、次のいずれかに該当すること。 

イ 利用者の身体的理由により、１人の訪問介護等による介護が困難と認められ

る 

 ロ 暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる 

 ハ その他利用者の状況等から判断して、イ又はロに準ずると認められる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間早朝・深夜加算   

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注９〕 

 

（１）夜間早朝の場合 ：２５％加算（１回につき） 

夜間（１８時～２２時）又は早朝（６時～８時）に指定訪問介護を行った場合 

 

（２）深夜の場合   ：５０％加算（１回につき） 

深夜（２２時～６時）に指定訪問介護を行った場合 

 

 

 

 

◆２人の訪問介護員等による訪問介護の取扱い 

〔緑本Ｑ＆Ａ〕 

 

○ 例えば、２人の訪問介護員等が入浴介助を行い、その後、１人の訪問介護員

等が生活援助を行う場合は、２人の訪問介護員等によるサービス提供時間が全

体のサービス提供時間に占める割合が小さく、該当するサービスコードが存在

しないため、便宜上、それぞれの訪問介護員等のサービス提供時間に応じて、

訪問介護員等ごとに所定単位数を算定する。 

 

○ 同時に３人以上の訪問介護員等が１人の利用者に対して訪問介護を行った場

合は、それぞれの訪問介護員等について訪問介護費を算定できなく、２人の訪

問介護員に限り算定できる。 
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特定事業所加算  体制届必要 

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注１０〕 

 

（１）特定事業所加算（Ⅰ） ：２０％加算（１回につき） 

    指定訪問介護事業所の体制が算定要件の①～⑤及び⑨⑩に適合し、かつ、⑬

又は⑥⑭に適合する場合 

 

（２）特定事業所加算（Ⅱ） ：１０％加算（１回につき） 

    指定訪問介護事業所の体制が算定要件の①～⑤に適合し、かつ、⑨又は⑩に

適合する場合 

 

（３）特定事業所加算（Ⅲ） ：１０％加算（１回につき） 

指定訪問介護事業所の体制が算定要件の①～⑤に適合し、かつ、⑬又は⑥⑭

に適合し、かつ、⑪又は⑫に適合する場合 

 

（４）特定事業所加算（Ⅳ） ： ３％加算（１回につき） 

指定訪問介護事業所の体制が算定要件の①～⑤に適合し、かつ、⑪又は⑫に

適合する場合 

 

（５）特定事業所加算（Ⅴ） ： ３％加算（１回につき） 

指定訪問介護事業所の体制が算定要件の①～⑤に適合し、かつ、⑦⑧に適合

する場合（特別地域訪問サービス加算、中山間地域における小規模事業所加算、

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算のいずれかを算定する場合は

算定できない。）。 

 

 

※ 特定事業所加算（Ⅴ）と同時に算定する場合を除き、いずれかの加算を算定している

場合、他の加算は同時に算定できない。 

 

 

 

◆夜間早朝・深夜加算の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（13）〕 

 

○ 居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加

算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するものとする。 

 

○ なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯における

サービス提供時間が、全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場

合においては、当該加算は算定できない。 
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【算定要件】 

 

≪体制要件≫ 

① 指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等（登録型の訪問介護員等を含む。以下

同じ）及びサービス提供責任者に対し、訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者

ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修（外部における研修を含む。）を実

施又は実施を予定していること。 

 

② 利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達、又は当

該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期

的に開催すること。 

 

③ 指定訪問介護（毎回）の提供に当たっては、サービス提供責任者が、当該利用者

を担当する訪問介護員等に対し、当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっ

ての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始するとともに、サービ

ス提供終了後、担当する訪問介護員等から適宜報告を受けること。 

 

④ 当該指定訪問介護事業所の全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実

施すること。 

 

⑤ 緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。 

 

⑥ 次の基準のすべてに適合すること。 

 ・ 病院、診療所又は指定訪問看護ステーションの看護師との連携により、２４時

間連絡できる体制を確保し、かつ、必要に応じて指定訪問介護を行うことができ

る体制を整備していること。 

・ 看取り期における対応方針を定め、利用開始の際に、利用者又はその家族に対

して、当該対応方針の内容を説明し、同意を得ていること。 

・ 医師、看護職員（指定訪問介護事業所の職員又は当該指定訪問介護事業所と密

接な連携を確保できる範囲内の距離にある病院、診療所又は指定訪問看護ステー

ションの職員に限る。）、訪問介護員等、介護支援専門員その他の職種の者による

協議の上、当該指定訪問介護事業所における看取りの実績等を踏まえ、適宜、看

取りに関する対応方針の見直しを行うこと。 

・ 看取りに対する職員研修を行っていること。 

 

⑦ 指定訪問介護事業所に係る通常の事業の実施地域の範囲内であって、厚生労働大

臣が定める中山間地域等の地域第２号に規定する地域に居住している利用者に対

して、継続的に指定訪問介護を提供していること（当該利用者の居宅の所在地と最

寄りの指定訪問介護事業所との間の距離が７キロメートルを超える場合に限る。）。 

 

⑧ 利用者の心身の状況又はその家族等を取り巻く環境の変化に応じ、随時、訪問介

護員等、サービス提供責任者その他の関係者が共同し、訪問介護計画の見直しを行

っていること。 
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≪人材要件≫ 

⑨ 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合

が３０％以上、又は介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者

及び１級課程修了者の占める割合が５０％以上であること。 

 

⑩ 当該指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者が、３年以上の実務経験を

有する介護福祉士、又は５年以上の実務経験を有する実務者研修修了者、介護職員

基礎研修課程修了者もしくは１級課程修了者であること。ただし、人員基準上１人

を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所は、常勤のサービス

提供責任者を２名以上配置していること。 

 

⑪ 人員基準上配置すべき常勤のサービス提供責任者が２人以下の指定訪問介護事

業所であって、サービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、基準を上回る数の

常勤のサービス提供責任者を１人以上配置していること。 

 

⑫ 当該指定訪問介護事業所の訪問介護員等の総数のうち、勤続年数７年以上の者の

占める割合が３０％以上であること。 

 

≪重度要介護者等対応要件≫ 

⑬ 前年度又は算定日が属する月の前３月間における利用者の総数のうち、「要介護

状態区分が要介護４、５である者」、「日常生活に支障を来すおそれのある症状もし

くは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者」、「たんの吸引等

を必要とする者」の占める割合が２０％以上であること。 

 

⑭ 前年度又は算定日が属する月の前三月間において次に揚げる基準に適合する利

用者が１人以上であること。 

 ア 医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込がないと診断し

た者であること。 

イ 看取り期における対応方針に基づき、利用者の状態又は家族の求め等に応じ、

訪問介護員等から介護記録等利用者に関する記録を活用し行われるサービスに

ついての説明を受け、同意した上でサービスを受けている者（その家族等が説明

を受け、同意した上でサービスを受けている者を含む。）であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆特定事業所加算 届出の際の留意事項  〔緑本Ｑ＆Ａ〕 

特定事業所加算における届出については、次のとおりの取扱いとする。 

① 訪問介護員等要件を満たすと届出を行い、特定事業所加算（Ⅱ）を算定して

いる事業所が、当該要件を満たさなくなったが、サービス提供責任者要件は満

たす場合→要届出（変更） 

② 訪問介護員等要件及びサービス提供責任者要件をともに満たすと届出を行

い、特定事業所加算（Ⅱ）を算定している事業所が、一方の要件のみを満たさ

なくなった場合→要届出（変更） 

③ 訪問介護員等要件又は重度要介護者等対応要件を前年度実績より届出を行

い、特定事業所加算を算定している事業所が、翌年度に要件を満たさなくなっ

たが、前３月実績は満たす場合→要届出（変更） 
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◆特定事業所加算の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（１２）〕 

 

① 体制要件 

イ 計画的な研修の実施 

○ 「訪問介護員等ごと及びサービス提供責任者ごとに研修計画を作成」につ

いては、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の

全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、訪問介護

員等及びサービス提供責任者について、個別具体的な研修の目標、内容、研

修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。 

 

 ロ 会議の定期的開催 

 ○ 「利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝

達、又は当該指定訪問介護事業所における訪問介護員等の技術指導を目的と

した会議」とは、サービス提供責任者が主宰し、登録ヘルパーも含めて、当

該事業所においてサービス提供に当たる訪問介護員等のすべてが参加するも

のでなければならない。なお、実施に当たっては、全員が一堂に会して開催

する必要はなく、サービス提供責任者ごとにいくつかのグループ別に分かれ

て開催することで差し支えない。 

○ 会議の開催状況については、その概要を記録しなければならない。なお、

「定期的」とは、おおむね１月に１回以上開催されている必要がある。 

○ 会議は、テレビ電話装置等（リアルタイムでの画像を介したコミュニケー

ションが可能な機器をいう。）を活用して行うことができる。 

  この際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者におけ

る個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報シ

ステムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守すること。 

 

厚生労働省ホームページ 

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html 

「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html 

 

 ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告 

 ○ 「当該利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項」

とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載

しなければならない。 

  ・利用者のＡＤＬや意欲 
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・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 

  ・家族を含む環境 

  ・前回のサービス提供時の状況 

  ・その他サービス提供に当たって必要な事項 

   なお、「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があ

った場合に記載することで足りるものとし、１日のうち、同一の訪問介護員

等が同一の利用者に複数回訪問する場合であって、利用者の体調の急変等、

特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサービス提供

後の報告を省略することも差し支えない。 

○ サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供に係る文書等によ

る指示及びサービス提供後の報告については、サービス提供責任者が事前

に一括指示を行い、適宜事後に報告を受けることも差し支えない。この場

合、前回のサービス提供時の状況等については、訪問介護員等の間での引き

継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の体調の急変等の際の対

応のため、サービス提供責任者との連絡体制を適切に確保すること。 

○ 「文書等の確実な方法」とは、直接面接しながら文書を手交する方法のほ

か、ＦＡＸ、メール等によることも可能である。 

 ○ 訪問介護員等から適宜受けるサービス提供終了後の報告内容について、

サービス提供責任者は、文書（電磁的記録を含む。）にて記録を保存しなけ

ればならない。 

 

 ニ 定期健康診断の実施 

 ○ 「健康診断等」については、労働安全衛生法により定期に実施することが

義務付けられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等も含め

て、少なくとも１年以内ごとに１回、事業主の費用負担により実施しなけれ

ばならない。 

 

ホ 緊急時における対応方法の明示 

 ○ 「明示」については、当該事業所における緊急時等の対応方針、緊急時の

連絡先及び対応可能時間等を記載した文書（重要事項説明書等）を利用者に

交付し、説明を行うものとする。 

 

ヘ 看取り期の利用者への対応体制 

 ○ 算定要件⑥⑭については、⑥の基準に適合する事業所の⑭の基準に適合す

る利用者（以下、「看取り期の利用者」という）に対するサービスを提供す

る体制をＰＤＣＡサイクルにより構築かつ強化していくこととし、指定訪問

介護事業所において行った看取り期の利用者への対応及び体制構築について

評価するものである。 
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○ 管理者を中心として、介護職員、看護職員、介護支援専門員等による協議

の上、「看取り期における対応方針」が定められていることが必要であり、

同対応方針においては、例えば、次に掲げる事項を含むこととする。 

・ 当該事業所における看取り期における対応方針に関する考え方 

・ 訪問看護ステーション等との連携体制（緊急時の対応を含む。） 

・ 利用者等との話し合いにおける同意、意思確認及び情報提供の方法 

・ 利用者等への情報提供に供する資料及び同意書等の様式 

・ その他職員の具体的対応等 

○ 看取り期の利用者に対するケアカンファレンス、看取り期における対応の

実践を振り返ること等により、看取り期における対応方針の内容その他看取

り期におけるサービス提供体制について、適宜見直しを行う。 

○ 看取り期の利用者に対するサービス提供においては、次に掲げる事項を介

護記録等に記録し、多職種連携のための情報共有を行うこと。 

・ 利用者の身体状況の変化及びこれに対する介護についての記録 

・ 看取り期におけるサービス提供の各プロセスにおいて利用者及び家族の

意向を把握し、それに基づくアセスメント及び対応の経過の記録 

○ 利用者の看取りに関する理解を支援するため、利用者の状態又は家族の求

め等に応じ、随時、介護記録等その他の利用者に関する記録の開示又は当該

記録の写しの提供を行う際には、適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成

し、代替することは差し支えない。 

○ 指定訪問介護事業所は、入院の後も、家族や入院先の医療機関等との継続

的な関わりを持つことが必要である。なお、情報の共有を円滑に行う観点か

ら、事業所が入院する医療機関等に利用者の状態を尋ねたときに、当該医療

機関等が事業所に対して本人の状態を伝えることについて、入院の際、本人

又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくことが必要である。 

○ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、口頭で同意

を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を記載するとともに、同意

を得た旨を記載しておくことが必要である。また、適切な看取り期における

取組が行われていることが担保されるよう、介護記録に職員間の相談日時、

内容等を記載するとともに、本人の状態や、家族に対する連絡状況等につい

て記載しておくことが必要である。 

なお、家族が利用者の看取りについてともに考えることは極めて重要であ

り、事業所は、定期的に連絡を取ることにより、可能な限り家族の意思を確

認しながら介護を進めていくことが重要である。 

○ 看取り期の利用者に対するサービス提供にあたっては、厚生労働省「人生

の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を

参考にしつつ、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針が実施できるよう、

多職種が連携し、本人及びその家族と必要な情報の共有等に努めること。 

 

ト 中山間地域等に居住する者へのサービス提供体制 

○ ⑦と⑧については、中山間地域等において、地域資源等の状況により、や

むを得ず移動距離等を要し、事業運営が非効率にならざるを得ない状況の

中、指定訪問介護事業所が利用者へ継続的なサービス提供体制を構築してい

ることについて評価するものである。 
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○ ⑦の「通常の事業の実施地域の範囲内であって、厚生労働大臣が定める中

山間地域等の地域（平成 21年厚生労働省告示第 83 号）第２号に規定する

地域（以下「中山間地域等」という。）に居住している利用者に対して、継

続的に指定訪問介護を提供していること」とは、指定訪問介護事業所におけ

る通常の事業の実施地域の範囲内であって、中山間地域等に居住する利用者

へのサービス提供実績が前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月の前

３月の１月当たりの平均で１人以上であることをいう。また、この場合の実

績の平均について、当該期間に指定訪問介護の提供を行った利用実人員を用

いて算定するものとする。 

○ ⑦の「当該利用者の居宅の所在地と最寄りの指定訪問介護事業所との間の

距離が７キロメートルを超える場合に限る」とは、指定訪問介護事業所と利

用者の居宅までの実際の移動に要する距離が片道７キロメートルを超える場

合をいうものである。 

○ ⑧利用者にとって必要なサービスを必要なタイミングで提供し、総合的に

利用者の在宅生活の継続を支援するため、訪問介護計画について、利用者の

心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、指定訪問介護事業所のサ

ービス提供責任者等が起点となり、訪問介護員等、サービス提供責任者その

他地域の関係者が共同し、随時適切に見直しを行う必要がある。 

 

② 人材要件 

 イ 訪問介護員等要件 

 ○ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び１級課

程修了者の割合については、前年度（３月を除く。）又は届出日の属する月

の前３月の１月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出す

る。 

○ 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者及び１級課

程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している、又は研修の課

程を修了している者とする。 

○ 看護師等の資格を有する者は、１級課程修了者に含めて差し支えない。 

 

ロ サービス提供責任者要件 

 ○ 「実務経験」は、サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や

施設を問わず介護に関する業務に従事した期間をいうものであり、資格取得

又は研修修了前の従事期間も含めるものとする。 

○ 「人員基準上１人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない

事業所」については、常勤のサービス提供責任者を１人配置し、非常勤のサ

ービス提供責任者を常勤換算方法で必要とされる員数配置することで人員基

準を満たすことになるが、本要件を満たすためには、常勤のサービス提供責

任者を２人以上配置しなければならない。 

○ ⑪の「人員基準上配置すべき常勤のサービス提供責任者が２人以下の指定

訪問介護事業所」については、人員基準上配置すべき常勤のサービス提供責 
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任者の数を上回る数の、常勤のサービス提供責任者を１人以上配置しなけれ

ばならない。 

○ 看護師等の資格を有する者は、１級課程修了者に含めて差し支えない。 

 

ハ 勤続年数要件 

 ○ 「勤続年数」とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいう。 

○ 「勤続年数」の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、

同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等にお

いて、サービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めるこ

とができる。 

 

③ 重度要介護者等対応要件 

 ○ 「要介護４及び要介護５である者」、「日常生活に支障を来すおそれのある

症状もしくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である

者」、「たんの吸引等を必要とする者」の割合については、前年度（３月を除

く。）又は届出日の属する月の前３月の１月当たりの実績の平均について、

利用実人員又は訪問回数を用いて算出する。 

 ○ 「日常生活に支障を来すおそれのある症状もしくは行動が認められること

から介護を必要とする認知症である者」とは、日常生活自立度のランクⅢ、

Ⅳ又はＭに該当する利用者を指す。 

 ○ 「たんの吸引等を必要とする者」とは、口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰

吸引、気管カニューレ内の喀痰吸引、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養又は

経鼻経管栄養の行為を必要とする者を指す。なお、たんの吸引等の行為を必

要とする者を算入できる事業所は、社会福祉士及び介護福祉士法の規定に基

づく、自らの事業又はその一環として、たんの吸引等の業務を行うための登

録を受けているものに限られる。 

○ 看取り期の利用者の利用実績については、当該利用者が前年度（３月を除

く。）又は届出日の属する月の前３月間において１人以上であることをい

う。また、この場合の実績について、当該期間に指定訪問介護の提供を行っ

た利用実人員を用いて算定するものとする。 

 

④ 割合の計算方法 

○ 前年度の実績が６月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開し

た事業所を含む。）については、前年度の実績による加算の届出はできな

い。 

○ 前３月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降

においても、直近３月間の職員又は利用者の割合につき、毎月継続的に所定

の割合を維持しなければならない。 

また、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回っ

た場合については、直ちに届出（加算の取り下げ）を提出しなければならな

い。 
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同一建物減算   

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注１２〕 

 

（１）同一建物減算１ ：所定単位数×90%（１回につき） 

（一）指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内もしくは隣接する敷地

内の建物、もしくは指定訪問介護事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建

物等」という。）に居住する利用者 

（二）指定訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以

上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者 

 

（２）同一建物減算２ ：所定単位数×85%（１回につき） 

 指定訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０

人以上居住する建物に居住する利用者 

 

（３）同一建物減算３ ：所定単位数×8８%（１回につき） 

正当な理由なく、算定日が属する月の前６月間に提供した指定訪問介護の提

供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める

割合が９０%以上である場合（同一建物減算２に該当する利用者を除く。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆同一建物減算の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（1６）〕 

 

① 同一敷地内建物等の定義 

  「同一敷地内建物等」とは、「当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形

上、一体的な建築物」及び「同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定訪問介

護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含む。）にある建築

物」のうち、効率的なサービス提供が可能なものを指す。 

   具体的には、一体的な建築物として、当該建物の１階部分に指定訪問介護

事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合など、同一の

敷地内もしくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築

物や幅員の狭い道路を挟んで隣接する場合などが該当する。 

 

② 同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

 イ 「当該指定訪問介護事業所における利用者が同一建物に２０人以上居住す

る建物」とは、①に該当するもの以外の建築物を指すものであり、当該建築

物に当該指定訪問介護事業所の利用者が２０人以上居住する場合に該当し、

同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算

するものではない。 
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 ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この

場合、１月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建

物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平

均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てる。 

また、当該指定訪問介護事業所が、第1号訪問事業（旧介護予防訪問介護

に相当するものに限る。岡山市の場合は「介護予防訪問サービス（Ａ２）」に

限る。）と一体的な運営をしている場合、第１号訪問事業の利用者を含めて計

算する※。 

 

※ 第１号訪問事業の「生活支援訪問サービス（Ａ３）」における同一建物減

算は、当該サービスの利用者数のみで判定する。 

 

③ 当該減算は、指定訪問介護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサー

ビス提供が可能であることを適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の

適用については、位置関係のみをもって判断することがないよう留意するこ

と。具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化につな

がらない場合には、減算を適用すべきではないこと。 

 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横

断するために迂回しなければならない場合 

 

④ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の

管理、運営法人が当該指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合

であっても、該当する。 

 

⑤ 同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物の定義 

 イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問介

護事業所の利用者が５０人以上居住する建物の利用者全員に適用される。 

 

 ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この

場合、１月間の利用者の数の平均は、当該月における１日ごとの該当する建

物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値とする。この平

均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てる。 

 

⑥ 同一敷地内建物等へのサービス提供が９０%以上の場合 

指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者（指定

訪問介護事業所における 1 月当たりの利用者が同一敷地内建物等に 50 人以

上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同じ。）に提供されたものの占

める割合が９０%以上である場合について 
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イ 判定期間と減算適用期間 

指定訪問介護事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所に

おける指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者

に提供されたものの占める割合が９０%以上である場合は、次に掲げるとこ

ろに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住す

る利用者に提供される指定訪問介護のすべてについて減算を適用する。 

ａ 判定期間が前期（３月１日から８月 31 日）の場合は、減算適用期

間を10 月１日から３月 31 日までとする。 

b 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を

４月１日から９月 30 日までとする。 

なお、令和６年度については、ａの判定期間を４月１日から９月30日、

減算適用期間を 11月１日から３月31日までとし、bの判定期間を10 月１

日から２月末日、減算適用期間を令和７年度の４月１日から９月30日まで

とする。 

 

ロ 判定方法 

  事業所ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用

者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、

90％以上である場合に減算する。 

   （具体的な計算式）事業所ごとに、次の計算式により計算し、90％以上で

ある場合に減算 

   （当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同

一敷地内建物等に居住する利用者数（利用実人員））÷（当該事業所におけ

る判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数（利用実人員）） 

 

ハ 算定手続 

判定期間が前期の場合については９月15日までに、判定期間が後期の場

合については３月 15 日までに、同一敷地内建物等に居住する者へサービ

ス提供を行う指定訪問介護事業所は、次に掲げる事項を記載した書類を作成

し、算定の結果90％以上である場合については当該書類を都道府県知事に

提出することとする。 

なお、90％以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所にお

いて５年間保存する必要がある。 

a 判定期間における指定訪問介護を提供した利用者の総数（利用実人員） 

b 同一敷地内建物等に居住する利用者数（利用実人員） 

c ロの算定方法で計算した割合 

d ロの算定方法で計算した割合が 90％以上である場合であって正当な理

由がある場合においては、その正当な理由 

 

ニ 正当な理由の範囲 

ハで判定した割合が 90％以上である場合には、90％以上に至ったこと

について正当な理由がある場合においては、当該理由を都道府県知事に提出

すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は減算を

適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれ 
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ば次のようなものであるが、実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含

め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうかを都道府県知

事において適正に判断されたい。 

a 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。 

b 判定期間の１月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所

が小規模である場合 

c その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合 
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岡事指第１５７２号 

令和７年２月７日 

 

各指定訪問介護事業所 管理者 様 

 

岡山市保健福祉局高齢福祉部事業者指導課長 

 

訪問介護事業所における同一建物減算（１２％減算）について 

 

平素から介護保険サービスの適正な提供にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 

 令和６年度介護報酬改定で同一建物減算について見直しが行われ、介護給付費算定に

係る体制等に関する届出書の提出が必要になるとともに、新たな区分（１２％減算）が

新設されております。 

つきましては、下記の点にご留意いただき、該当する事業所は期限までに書類をご提

出ください。 

 

１ 同一建物減算の算定要件の概要 

減算の内容 算定要件 

①10％減算 事業所の所在する建物と同一の敷地内もしくは隣接する敷地内の建

物、もしくは事業所と同一の建物（以下「同一敷地内建物等」とい

う。）に居住する利用者に対しサービス提供 

（②及び④に該当する場合を除く） 

②15％減算 同一敷地内建物等に居住する利用者の人数が１月あたり 50人以上の

場合 

③10％減算 同一敷地内建物等以外の建物に居住する利用者に対しサービス提供 

（当該建物に居住する利用者の人数が１月あたり 20 人以上の場合） 

④12%減算 

（令和 6年度

新設） 

正当な理由（注）なく、事業所において、前６月間に提供した訪問介

護サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者

（②に該当する場合を除く）に提供されたものの占める割合が 100 分

の 90 以上である場合 

【（注）正当な理由の例】 

・特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合 

・判定期間の 1 月当たりの延べ訪問回数が 200 回以下であるなど事業所が小規模であ

る場合 

・その他正当な理由と岡山市長が認めた場合 
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２ 判定期間等 

●令和 6年度 

 判定期間 市への報告期限 減算適用期間 

前期 4 月 1 日～9 月 30 日 10 月 15 日（火） 11 月 1 日～3 月 31 日 

後期 10 月 1 日～2 月末日 3 月 17 日（月） 4 月 1 日～9 月 30 日 

 

●令和 7年度以降 

 判定期間 市への報告期限 減算適用期間 

前期 3 月 1 日～8 月 31 日 9 月 15 日 10 月 1 日～3 月 31 日 

後期 9 月 1 日～2 月末日 3 月 15 日 4 月 1 日～9 月 30 日 

 

３ 提出書類 

「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書（別紙 10）」 

・「訪問介護」、「介護予防訪問サービス（総合事業）」、「生活支援訪問サービス（総合

事業）」で別々に作成してください。 

・「介護予防訪問サービス」と「生活支援訪問サービス」の判定を行う場合は、様式

の中の「指定訪問介護」を「介護予防訪問サービス」もしくは「生活支援訪問サー

ビス」と、「要支援者は含めない」を「要介護者を含めない」と読み替えて計算を行

ってください。 

・算定の結果、事業所の体制に変動がある場合は、併せて体制届を提出してください。 

 

４ 対象事業所 

 判定期間中、同一敷地内建物等に居住する利用者に対し、サービス提供を行っている

事業所。 

・算定の結果、割合が 90％以上の場合 →計算書（別紙 10）を提出 

・算定の結果、割合が 90％未満の場合 →計算書（別紙 10）を作成し、事業所で 

５年間保存 

 

５ 提出方法 

メール、郵送、ＦＡＸのいずれでも可 

 

 

 

 

担当：岡山市保健福祉局高齢福祉部    

事業者指導課訪問居宅事業者係  

  TEL ：０８６－８０３－１０１２    

                    FAX ：０８６－２２１－３０１０    

MAIL：ji2_shidou@city.okayama.lg.jp 
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特別地域訪問介護加算  体制届必要 

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注１３〕 

 

○ 所定単位数の１５％加算（１回につき） 

別に厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所の訪問介護員等が指定訪問

介護を行った場合 

※特定事業所加算（Ⅴ）を算定している場合は、算定しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山間地域等における小規模事業所加算  体制届必要 

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注１４〕 

 

○ 所定単位数の１０％加算（１回につき） 

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施

設基準に適合する事業所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合 

※特定事業所加算（Ⅴ）を算定している場合は、算定しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆岡山市における対象地域 

 

離島振興対策実施地域…犬島 

振興山村…旧宇甘東村（下田・高津・宇甘・中泉） 

旧宇甘西村（勝尾・紙工・虎倉） 

旧竹枝村 （大田・吉田・土師方・小倉） 

旧上建部村（建部上・宮地・富沢・田地子・品田） 

（地域に関する状況） 

.特別地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算対象地域一覧表 

（規模に関する状況） 

前年度のいずれかの月における総訪問回数がおおむね２００回（４００回程度）以下 

◆中山間地域等における小規模事業所加算の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（１８）〕 令和７年５月 一部改正 

 

〇 「概ね２００回」は４００回程度を想定 

  例えば、前年度の平均訪問回数６００回以下の事業所等も対象となり得る。 

 

〇 当分の間、地域区分が、その他の地域以外の地域に所在する指定訪問介護事

業所も算定できる。 
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算  体制届必要 

〔居宅算定基準：厚生省告示第１９号注１５〕 

 

○ 所定単位数の５％加算（１回につき） 

別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の

実施地域を超えて指定訪問介護を行った場合 

※特定事業所加算（Ⅴ）を算定している場合は、算定しない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆岡山市における対象地域 

.特別地域加算及び中山間地域等小規模事業所加算対象地域一覧表 

◆中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の取扱い 

〔留意事項通知：老企第 36 号第２の２（１９）〕  

 

〇 当該加算を算定する利用者については、通常の事業の実施地域を超えて指定

訪問介護を行う場合に要する交通費の支払いを受けることはできない。 
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